
工事の設計等の業務委託に係る最低制限価格の算定基準について 

 

制定 平成２５年５月３１日 

改正 平成２５年１０月８日 

全部改正 平成２９年５月３０日 

改正 平成２７年５月２９日、平成２８年３月３１日、平成２９年３月３０日、 

平成３１年４月２６日、令和元年１０月１日、令和６年４月２２日  

 

 工事の設計及び監理並びに測量、地質調査その他の工事に関する調査、企画等（以

下「工事」の設計等）という。）の業務委託に係る入札において設定する最低制限

価格は、次の基準により算定する。 

 

１ 最低制限価格の算定の基礎とする額（以下「算定基礎額」という。）は、次の

方法により計算して得た額とする。 

⑴ 予定価格の算定に用いた積算価格のうち、次に掲げる区分に応じ、それぞれ

次に掲げる額の合算額について、円未満の端数を切り捨てる。 

 ア 測量 

 （ア）直接測量費の額 

 （イ）測量調査費の額 

 （ウ）諸経費の額に１０分の５を乗じて得た額 

  イ 建築設計（建築関係の設備設計を含む。以下同じ。） 

 （ア）直接人件費の額 

 （イ）特別経費の額 

 （ウ）技術料等経費の額に１０分の６を乗じて得た額 

 （エ）諸経費の額に１０分の６を乗じて得た額 

 ウ 土木設計（土木関係の設備設計を含む。以下同じ。） 

 （ア）直接人件費の額 

 （イ）直接経費の額 

 （ウ）その他原価の額に１０分の９を乗じて得た額 

 （エ）一般管理費等の額に１０分の５を乗じて得た額 

 エ 地質調査 

 （ア）直接調査費の額 

 （イ）間接調査費の額に１０分の９を乗じて得た額 

 （ウ）解析等調査業務費の額に１０分の８を乗じて得た額 

 （エ）諸経費の額に１０分の５を乗じて得た額 

 オ 補償調査 

 （ア）直接人件費の額 

 （イ）直接経費の額 



 （ウ）その他原価の額に１０分の９を乗じて得た額 

 （エ）一般管理費等の額に１０分の５を乗じて得た額 

⑵ 前号の額（当該額が次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額のいずれ

かに該当するときは、それぞれ次に掲げる額）に１，０００円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り上げた額とする。 

ア 測量 

（ア）税抜きの予定価格の１０分の８．２に相当する額（当該額に１円未満の端

数があるときは、これを切り捨てた額。以下「税抜き予定価格の１０分の８．

２相当額」という。）を超える場合 税抜き予定価格の１０分の８．２相当

額 

（イ）税抜きの予定価格の３分の２に相当する額（当該額に１円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額。以下「税抜き予定価格の３分の２相当額」

という。）に満たない場合 税抜き予定価格の３分の２相当額 

イ 建築設計、土木設計及び補償調査 

 （ア）税抜きの予定価格の１０分の８．１に相当する額（当該額に１円未満の端

数があるときは、これを切り捨てた額。以下「税抜き予定価格の１０分の

８．１相当額」という。）を超える場合 税抜き予定価格の１０分の８．１

相当額 

 （イ）税抜きの予定価格の３分の２相当額に満たない場合 税抜き予定価格の

３分の２相当額 

ウ 地質調査 

 （ア）税抜きの予定価格の１０分の８．５に相当する額（当該額に１円未満の端

数があるときは、これを切り捨てた額。以下「税抜き予定価格の１０分の

８．５相当額」という。）を超える場合 税抜き予定価格の１０分の８．５

相当額 

 （イ）税抜き予定価格の３分の２相当額に満たない場合 税抜き予定価格の３

分の２相当額 

⑶ 測量、建築設計、土木設計、地質調査又は補償調査のいずれにも該当しない工

事の設計等の業務委託については、税抜き予定価格の３分の２相当額（１，００

０円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた額）とする。 

２ 最低制限価格は、算定基礎額について、１００分の１００から１００分の１０

１までの範囲内において１，０００分の１単位で無作為に抽出した数（ただし、

算定基礎額以上の額の入札があり、かつ、算定基礎額に１００分の１０１を乗じ

て得た数値（１，０００円未満の端数がある場合にあっては、その端数金額を切

り上げた額）以上の額の入札がない場合は、１００分の１００から、最も高い入

札額を算定基礎額で除して得た数値までの範囲内において１，０００分の１単位

で無作為に抽出した数）を乗じて得た数値（１，０００円未満の端数がある場合

にあっては、その端数金額を切り上げた額）に１００分の１１０を乗じて得た額



とする。 

 

附 則（平成２６年５月３０日決定） 

（施行期日） 

１ この算定基準は、平成２６年６月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ この算定基準は、平成２６年６月１日以後に行われる公告その他の契約の申込

みの誘引に係る契約について適用する。 

附 則（平成２７年５月２９日決定） 

（施行期日） 

１ この算定基準は、平成２７年６月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ この算定基準は、平成２７年６月１日以後に行われる公告その他の契約の申込

みの誘引に係る契約について適用する。 

附 則（平成２８年３月３１日決定） 

（施行期日） 

１ この算定基準は、平成２８年４月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ この算定基準は、平成２８年４月１日以後に行われる公告その他の契約の申込

みの誘引に係る契約について適用する。 

附 則（平成２９年３月３０日決定） 

（施行期日） 

１ この算定基準は、平成２９年４月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ この算定基準は、平成２９年４月１日以後に行われる公告その他の契約の申込

みの誘引に係る契約について適用する。 

附 則（平成３１年４月２６日決定） 

（施行期日） 

１ この算定基準は、平成３１年５月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ この算定基準は、平成３１年５月１日以後に行われる公告その他の契約の申込

みの誘引に係る契約について適用する。 

附 則（令和元年１０月１日決定） 

（施行期日） 

１ この算定基準は、令和元年１０月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ この算定基準は、消費税及び地方消費税を合わせた税率として１０％が適用さ

れる契約について適用する。 



附 則（令和６年４月２２日決定） 

 この算定基準は、令和６年５月１日から実施する。 

 


